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令和 8 年第 9 回（4 月） 

上越市選挙管理委員会定例会 
 

 

１ 日 時  令和 8 年 4月 8日（水）午後 2時 

 

２ 場 所  上越市役所 木田第 2庁舎 4 階 2401会議室 

 

３ 付議事項 

議案第 37号  選挙人名簿の抹消について 

議案第 38号  在外選挙人名簿の登録について 

議案第 39号  選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表について 

議案第 40号 投票区の変更について 

議案第 41号  新潟県知事選挙における選挙人名簿の登録の移替えをしない期間の

設定について 

議案第 42号  新潟県知事選挙における不在者投票の事務を取り扱う場所について 

議案第 43号  新潟県知事選挙における期日前投票所を設ける場所について 

議案第 44号 新潟県知事選挙における期日前投票所の開設日の指定及び開閉時刻

の変更について 

議案第 45号  新潟県知事選挙における各投票区の投票所を設ける場所について 

議案第 46号  新潟県知事選挙における投票所の閉鎖時刻の変更について 

議案第 47号  新潟県知事選挙における開票を行う場所及び日時について 

議案第 48号  新潟県知事選挙における開票立会人を定めるくじを行う場所及び日

時の指定について 

議案第 49号  新潟県知事選挙における開票所の参観人の数について 

議案第 50号  新潟県知事選挙における氏名等掲示の掲載順序を決めるくじを行う

場所及び日時の指定について 

議案第 51号  新潟県知事選挙における郵便等投票証明書交付申請書等の各種様式

について 

 

４ 協議事項 

   協議１ 新潟県知事選挙における執行計画について 

協議２ 新潟県知事選挙におけるポスター掲示場の設置数の見直しについて 

      協議３ 新潟県知事選挙における投票所入場券の様式等について 

   協議４ 新潟県知事選挙における電力会社に対する投票所及び開票会場の送電確保

の依頼について 

   協議５ 新潟県知事選挙における上越警察署及び妙高警察署に対する投票所等への



- 2 - 

巡回及び開票会場の秩序維持の依頼について 

   協議６ 新潟県知事選挙における臨時啓発の実施について 

   協議７ 新潟県知事選挙における選挙公報の配布について 

   協議８ 新潟県知事選挙における投票所変更等の周知について 

協議９ 令和 8 年度（第 74回）全国市区選挙管理委員会連合会北信越支部総会への 

出席について 

 

５ 報告事項 

報告１ 選挙管理委員会書記の併任及び併任解除について 

報告２ 令和 7 年度第 5回書記会議の結果について 

報告３ 令和 8 年度第 1回書記会議の開催について 

報告４ 令和 8 年第 2回（3月）上越市議会定例会の結果について 

報告５ 第 27回参議院議員通常選挙に係る表彰（県委員会）の決定について 

報告６ 令和 8 年度（第 96回）新潟県内市選挙管理委員会連合会総会の書面開催に

ついて 

報告７ 専決処分した内容について 

 

６ その他 

次回以降の選挙管理委員会開催等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 令和 7年度 明るい選挙啓発標語コンクール 明推協会長賞 

「その一ぴょう みらいをてらす あかるい ひかり」 中郷小学校 1年 峰村
みねむら

 鷹一
おういち

朗
ろう

 さん 
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議案第 37号 選挙人名簿の抹消について 

 

公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 28 条の規定により、次のとおり同条第 1 号の

死亡者並びに同条第 2 号の転出者等を選挙人名簿から抹消する。 

 

令和 8年 4月 1日現在（単位：人） 

区     分 男 女 計 

令和 8年 3月 1日 

から 

令和 8年 3月 31 日 

の間の 

死亡者数 A 97 109 206 

転出者数 B 98 82 180 

職権消除者数 C 0 0 0 

抹 消 者 数 

(A＋B＋C) 
D 195 191 386 

 

 

[参考] 

令和 8 年 3 月 1 日現在の 

選 挙 人 名 簿 登 録 者 数 
E 74,522 77,540 152,062 

差 引 登 録 者 数 

（E－D） 
F 74,327 77,349 151,676 
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議案第 38号 在外選挙人名簿の登録について 

 

１ 公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 30 条の 6 第 1 項の規定により、次の者を在

外選挙人名簿に登録する。 

 

氏 名 生年月日 性別 
登 録 種 別 
(登 録 日) 

登録申請日 備考 

  女 
最終住所地 

（令和 8年 4月 8日） 
  

 

 

＜参考＞                              （単位：人） 

区     分 男 女 計 

前回（令和 8年 1 月 7日現在） 

の名簿登録者数 
A 25 57 82 

前回から今回までの間の 

帰国者数及び職権消除者数 
B 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

前回から今回までの間の 

死亡者数 
C 0 0 0 

抹消者数計    (B+C) D 
0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

前回から今回までの間の 

名簿登録者数 
E 0 1 1 

令和 8年 4月 8日現在の  

名簿登録者数   (A－D＋E) 
F 25 58 83 

  注：表中「男」「女」「計」の( )の数字は、内書きで職権消除者数 
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議案第 39号 選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

 

 選挙人名簿抄本の閲覧状況について、公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 28 条の

4 第 7 項の規定を受けて制定した、選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表に関する内規に基

づき、次のとおり公表する。 

 

１ 対象期間  令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月 31日まで 

 

２ 公表内容  別紙 1のとおり 

 

（4月 10日告示予定） 

 

 

 

議案第 40号  投票区の変更について 

 

公職選挙法（昭和 25 年法律第 100号）第 17条第 2項に規定する投票区を次のとおり変

更する。 

 

投 票 区 変 更 後 変 更 前 

安塚区 

3投票区 

行野、和田、大原、芹田、小黒、

切越、菅沼、朴の木、上船、中

船、樽田川、 

行野、和田、大原、芹田、小黒、

切越、        上船、中

船、樽田川 

安塚区 

4投票区 
廃止（番号は欠番） 菅沼、朴の木 

安塚区 

5投票区 

樽田、円平坊、高沢、二本木、信

濃坂、真荻平、伏野 

樽田、円平坊、高沢、二本木、信

濃坂 

安塚区 

6投票区 
廃止（番号は欠番） 真荻平、伏野 

牧区 

2投票区 

荒井、落田、柳島、東松ノ木、小

川、雨露、国川、樫谷、岩神、東

荒井、田島、下昆子、高尾 

荒井、落田、柳島、東松ノ木、小

川、雨露、国川、樫谷、岩神、東

荒井、田島、下昆子 

牧区 

3投票区 

上昆子、下湯谷、桜滝、棚広、倉

下、原、上牧、府殿、棚広新田、

宇津俣 

上昆子、下湯谷、桜滝、棚広、倉

下、原、上牧、府殿 
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牧区 

4投票区 
廃止（番号は欠番） 棚広、棚広新田、宇津俣 

牧区 

5投票区 
廃止（番号は欠番） 高尾 

柿崎区 

1投票区 

第一区、第二区、第三区、第四

区、第五区、第六区、第七区、第

八区、あけぼの、出羽、山谷、竹

鼻 

第一区、第二区、第三区、    

      第六区、      

   あけぼの、出羽、山谷、  

  

柿崎区 

2投票区 
廃止（番号は欠番） 

第四区、第五区、第七区、第八

区、竹鼻 

柿崎区 

3投票区 

直海浜、三ツ屋浜、上下浜、坂田

新田、馬正面、桃園 

   、三ツ屋浜、上下浜、坂田

新田       

柿崎区 

4投票区 
廃止（番号は欠番） 直海浜、馬正面、桃園 

頸城区 

5投票区 

仁野分、天ケ崎、日根津、上増

田、上池田、両毛、中島、畑ケ

崎、大蒲生田、玄僧、矢住、両増

田 

仁野分、天ケ崎、日根津、上増

田、上池田、両毛、中島、畑ケ

崎、        矢住、両増

田 

頸城区 

7投票区 
廃止 大蒲生田、玄僧 

清里区 

1投票区 

菅原、岡嶺新田、平成、岡野町、

荒牧、上深澤、上田島、塩曽根、

今曽根、南田中、武士、みらい、

上稲塚 

菅原、岡嶺新田、平成、岡野町、

荒牧、上深澤、上田島、   、

今曽根、南田中、武士、みらい、

上稲塚 

清里区 

2投票区 
馬屋     馬屋、塩曽根 

 

（4月 8日告示予定） 

 

 

 

議案第 41 号  新潟県知事選挙における選挙人名簿の登録の移替えをしない期間の設定に

ついて 

 

令和 8 年 5 月 31 日執行予定の新潟県知事選挙における公職選挙法施行令（昭和 25 年政

令第 89 号）第 17 条ただし書の規定による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を次の
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とおり定める。 

 

１ 選挙人名簿の登録の移替えをしない期間      

令和 8年 4月 25日（土）から令和 8年 5月 31日（日）まで 

      ※ 4月 27日（月）から入場券作成作業開始 

 

（4月 24日告示予定） 

 

 

 

議案第 42号  新潟県知事選挙における不在者投票の事務を取り扱う場所について 

 

令和 8年 5月 31日執行予定の新潟県知事選挙における公職選挙法（昭和 25年法律第 100

号）第 49条第 1項の規定による不在者投票の事務を取り扱う場所を次のとおり定める。 

 

１ 不在者投票の事務を取り扱う場所 

別紙 2のとおり 

 

（5月 13日告示予定） 

 

 

 

議案第 43号  新潟県知事選挙における期日前投票所を設ける場所について 

 

 令和 8年 5月 31日執行予定の新潟県知事選挙における公職選挙法（昭和 25年法律第 100

号）第 48 条の 2 第 6 項の規定により読み替えて準用される同法第 39 条の規定による期日

前投票所を設ける場所を次のとおり定める。 

 

１ 期日前投票所を設ける場所 

別紙 3のとおり 

 

（5月 14日告示予定） 
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議案第 44 号 新潟県知事選挙における期日前投票所の開設日の指定及び開閉時刻の変更

について 

 

 令和 8年 5月 31日執行予定の新潟県知事選挙における公職選挙法（昭和 25年法律第 100

号）第 48条の 2第 6項の規定により読み替えて準用される同法第 39 条及び第 40条第１項

の規定による期日前投票所の開設日及び開閉時刻を変更する期日前投票所を次のとおり定

める。 

 

１  開設日及び開閉時刻を変更する期日前投票所 

別紙 4のとおり 

 

（5月 14日告示予定） 

 

 

 

議案第 45号  新潟県知事選挙における各投票区の投票所を設ける場所について 

 

 令和 8年 5月 31日執行予定の新潟県知事選挙における公職選挙法（昭和 25年法律第 100

号）第 39条の規定による各投票区の投票所を設ける場所を次のとおり定める。 

 

１ 各投票区の投票所を設ける場所 

別紙 5のとおり 

 

（5月 14日告示予定） 

 

 

 

議案第 46号  新潟県知事選挙における投票所の閉鎖時刻の変更について 

 

 令和 8年 5月 31日執行予定の新潟県知事選挙における公職選挙法（昭和 25年法律第 100

号）第 40条第 1項ただし書の規定による投票所の閉鎖時刻を変更する投票所を次のとおり

定める。 

 

１ 閉じる時刻を繰り上げる投票所      

別紙 6のとおり 

 

（5月 14日告示予定） 
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議案第 47号  新潟県知事選挙における開票を行う場所及び日時について 

  

 令和 8年 5月 31日執行予定の新潟県知事選挙につき、公職選挙法（昭和 25年法律第 100

号）第 63 条及び第 64 条の規定により、上越市開票区の開票場所及び日時を次のとおり定

める。 

 

１ 開票を行う場所及び日時 

場 所  上越市下門前 446番地 2 

リージョンプラザ上越 1 階 インドアスタジアム 

日  時  令和 8年 5月 31日（日）午後 9時 

 

（5月 14日告示予定） 

 

 

 

議案第 48 号  新潟県知事選挙における開票立会人を定めるくじを行う場所及び日時の指

定について 

 

 令和 8年 5月 31日執行予定の新潟県知事選挙につき、公職選挙法（昭和 25年法律第 100

号）第 62条第 2項、第 4項及び第 5項の規定により、上越市開票区の開票立会人を定める

くじを行う場所及び日時を次のとおり定める。 

 

１ 開票立会人を定めるくじを行う場所及び日時 

場 所  上越市木田 1丁目 1番 3号 

上越市役所  木田第 2庁舎  4階  2401会議室 

日 時  令和 8年 5月 28日（木）午後 5時 30分 

 

（5月 14日告示予定） 

 

※ くじは、立候補届出順に委員長職務代理者が「くじを引く順番を決めるくじ」を引

き、さらにこの番号順に引き出した番号順に所要事項を決定する。また、開票立会

人が 3人に満たない場合は、選挙管理委員会委員又は補充員等から選任する。 

 

 

 

議案第 49号 新潟県知事選挙における開票所の参観人の数について 

 

 令和 8 年 5 月 31 日執行予定の新潟県知事選挙における上越市開票区の開票の参観人の
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数を、参観人の安全及び秩序保持のため次のとおり定める。 

 

１ 開票の参観人の数      

先着順   250人以内 

 

（5月 14日告示予定） 

 

 

 

議案第 50 号 新潟県知事選挙における氏名等掲示の掲載順序を決めるくじを行う場所及

び日時の指定について 

 

令和 8 年 5 月 31 日執行予定の新潟県知事選挙において、公職選挙法（昭和 25 年法律第

100 号）第 175 条第 3 項の規定により投票所、期日前投票所及び不在者投票の事務を取り

扱う場所における候補者の氏名等の掲示の掲載順序を決めるくじを行う場所及び日時を次

のとおり定める。 

 

１ 候補者氏名等の掲示の掲載順序のくじを行う場所及び日時 

場 所  上越市役所木田第 2庁舎 4階 2401会議室 

日  時  令和 8年 5月 14日（木）  午後 5時 30分 

 

（5月 14日告示予定） 

 

※ くじは、立候補届出順に委員長職務代理者が「くじを引く順番を決めるくじ」を

引き、さらにこの番号順に引き出した番号を掲載順とする。 

 

 

 

議案第 51号  新潟県知事選挙における郵便等投票証明書交付申請書等の各種様式につい

て 

 

令和 8年 5月 31日執行予定の新潟県知事選挙において使用する郵便等投票証明書交付

申請書等の各種様式については、公職選挙法施行規則（昭和 25年総理府令第 13号）で定

めるそれぞれの様式に準じて調製するものとする。 

 

（5月 14日告示予定） 
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協議１ 新潟県知事選挙における執行計画について 

 

新潟県知事選挙の事務執行を円滑かつ効率的に行うため、執行計画を次のとおりとして

よいか協議する。 

 

１  執 行 計 画     別紙 7のとおり 

 

 

 

協議２ 新潟県知事選挙におけるポスター掲示場の設置数の見直しについて 

 

令和 8 年 5 月 31 日執行予定の新潟県知事選挙におけるポスター掲示場の設置数につい

て、別紙 8のとおり見直してよいか協議する。 

 

 

 

協議３ 新潟県知事選挙における投票所入場券の様式等について 

 

令和 8 年 5 月 31 日執行予定の新潟県知事選挙における投票所入場券を次のとおり調製

し、印刷・発送してよいか協議する。 

 

１ 様  式  別紙 9のとおり 

２ 印刷色等  白色の用紙に赤色のインクで印刷 

３ 印  刷  令和 8年 4月 28日（火）～ 30日（木） 

４ 発  送  令和 8年 5月 7日（木）郵便局引渡し 

５ 配  達  令和 8年 5月 11日（月）～ 14日（木） 

 

 

 

協議４ 新潟県知事選挙における電力会社に対する投票所及び開票会場の送電確保の依頼

について 

 

 令和 8 年 5 年 31 日執行予定の新潟県知事選挙における投票及び開票を円滑に行うため、

期日前投票所、選挙当日の投票所、開票会場及び市役所庁舎が停電しないよう次のとおり

電力会社へ要請してよいか協議する。 

 

１ 要 請 日  令和 4年 4月 27日（月） 

２ 要 請 先  東北電力（株）上越営業所及び糸魚川営業所 
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協議５ 新潟県知事選挙における上越警察署及び妙高警察署に対する投票所等への巡回及

び開票会場の秩序維持の依頼について 

 

 令和 8 年 5 月 31 日執行予定の新潟県知事選挙における投票及び開票を円滑に行うため、

期日前投票所、選挙当日の投票所の巡回及び開票会場の秩序維持を次のとおり管内警察署

へ要請してよいか協議する。 

 

１ 要 請 日  令和 4年 4月 27日（月） 

２ 要 請 先  上越警察署及び妙高警察署 

 

 

 

協議６ 新潟県知事選挙における臨時啓発の実施について 

 

令和 8年 5月 31日執行予定の新潟県知事選挙における啓発活動を、上越市明るい選挙推

進協議会と合同で別紙 10のとおり計画してよいか協議する。 

 

 

 

協議７ 新潟県知事選挙における選挙公報の配布について 

 

令和 8年 5月 31日執行予定の新潟県知事選挙における選挙公報について、次のとおり配

布してよいか協議する。 

 

１ 配布部数  約 78,000部 

２ 配布方法  町内会を通じて各世帯へ 1部配布 

３ 配布期限  令和 8年 5月 29日（金） 

※ 5 月 18日（月） 県から到着後、同日中に運送業者が仕分け作業 

  5月 19日（火）～20 日（水） 運送業者が各町内会に配送 

４ 依頼文書  別紙 11のとおり 

 

 

 

協議８ 新潟県知事選挙における投票所変更等の周知について 

 

令和 8年 5月 31日執行予定の新潟県知事選挙における投票所のうち、直近の選挙から変

更等がある投票所のほか、日時限定で開設する期日前投票所の関係住民に対し、次のとお

り変更等の内容を周知するとともに、投票参加を呼び掛けてよいか協議する。 
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１ 周知方法  チラシの班回覧（広報上越 5月号に合わせて周知） 

２ 対  象  別紙 12のとおり 

 

 

 

協議９ 令和 8年度（第 74回）全国市区選挙管理委員会連合会北信越支部総会への出席に

ついて 

 

標記会議が次のとおり開催されるので、以下のとおり出席してよいか協議する。 

 

１ 開催日時  令和8年5月19日（火）～20日（水） 

役 員 会   19日 午後2時から 

総   会   19日 午後3時30分から 

          情報交換会   19日 午後5時30分から 

視   察    20日 午前10時頃から 

 

２ 会 場   安曇野スイス村サンモリッツ大ホール 

（安曇野市豊科南穂高3800番地１） 

 

３ 出席者   澤海委員長 

 

 

 

報告１ 選挙管理委員会書記の併任及び併任解除について 

 

 令和 8 年 4 月 1 日付けの人事異動に伴い、選挙管理委員会書記の併任及び併任解除を行

い、別紙 13のとおりの体制となったことを報告する。 

 

※ 年度途中の人事異動に伴う併任の一部変更等に係る報告は省略するが、選挙時におけ

る書記の追加併任については、選挙の都度報告することとする。 

 

 

 

報告２ 令和 7年度第 5回書記会議の結果について 

 

１ 日 時  令和 8年 3月 5日（木）午後 2時～3時 
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２ 会 場  上越市役所 木田第 2庁舎 4階 2401会議室 

 

３ 出席者  13区総合事務所次長、併任書記及び事務局職員 計 29人 

 

４ 内 容  投票区の変更、ポスター掲示場の見直し  など 

 

 

 

報告３ 令和 8年度第 1回書記会議の開催について 

 

令和 8 年 5 月 31 日執行予定の新潟県知事選挙及の一連の事務を公正かつ適正に実施

するため、次のとおり書記会議を開催し、内容確認等を行うことを報告する。 

 

１ 日 時  令和 8年 4月 9日（木）午後 2時からの予定 

 

２  会 場    上越市役所  木田第 2庁舎  4階  2401会議室 

 

３  出席者    13区次長、併任書記及び事務局職員 

 

４  内  容   本選挙にかかる基本的事務等の確認・周知 

          その他年度内業務の確認ほか 

 

 

 

報告４ 令和 8年第 2 回（3月）上越市議会定例会の結果について 

 

 本定例会について、次のとおり報告する。 

 

１ 関係案件 

議案第 5号 令和 8年度上越市一般会計予算 

議案第 14号 令和 7年度上越市一般会計補正予算 

 

２ 選挙管理委員会に係る総括質疑・一般質問 

なし 

 

３ 総務常任委員会における質疑等 

別紙 14のとおり 
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４ 審議結果 

選挙管理委員会に係る議案は原案のとおり可決 

 

 

 

報告５ 第 27回参議院議員通常選挙に係る表彰（県委員会）の決定について 

 

 令和 7年 7月 20日執行の第 27回参議院議員通常選挙において、上越市選挙管理委員会

がその職務に精励し、他の模範とするに足りるものとして、新潟県選挙管理委員会から次

のとおり表彰を受けたことを報告する。 

 

 １ 表彰内容 

    第 27回参議院議員通常選挙に係る県委員会表彰 

  

 ２ 表彰式 

    日 時：令和 8年 3月 23日（月） 午後 2時から午後 3時 30分 

    会 場：新潟県庁西回廊 2階 講堂 

    出席者：平田一磨委員 

 

 

 

報告６ 令和 8年度（第 96回）新潟県内市選挙管理委員会連合会総会の書面開催につい

て 

 

 佐渡市で開催を予定していた今年度の新潟県内市選挙管理委員会連合会総会について、

集合形式ではなく書面審議・書面表決で行われることを報告する。 

 

 

 

報告７ 専決処分した内容について 

 

上越市選挙管理委員会専決規程（平成 24年上越市選挙管理委員会規程第 2号）第 2条第

6 号の規定により専決処分した内容について、上越市選挙管理委員会規程（昭和 46年上越

市選挙管理委員会規程第 1号）第 18条第 2項の規定に基づき、次のとおり報告する。 

 

１ 告 示 

告示番号 告 示 日 件   名 
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36 令和8年3月2日 各種請求を行うに必要な連署者数について 

37 令和8年3月2日 
市民投票の請求を行うに必要な投票資格を有する者

の連署者数について 

38 令和8年3月30日 
令和8年第9回（4月）上越市選挙管理委員会定例会の

開催について 
 


